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会 議 の 議 題 

第１号議案： 

大分都市計画公園の変更（大分市決定）について 

 

第２号議案： 

大分都市計画区域における一般廃棄物処理施設の 

            敷地の位置の支障の有無について 

 

審 議 等 の 内 容 の 概 要

 

 

○第１号議案 ：承認 

 下郡地区公園は、昭和56年に都市計画決定され、地元及び関係

機関との協議結果に基づき、令和2年から事業着手し、事業完了

した区域を令和4年から供用開始している。 

 これまでの公園利用状況などを考慮した結果、整備済みの公園

区域において利用上支障がなく、未整備区域の整備を行う場合に

は支障となる物件もあることから、現在整備済みの区域以上の公

園整備については必要性・優先性が低いと考えられるため、本案

のとおり区域の変更を行うものである。 

 あわせて、区域の変更によって面積が縮小されるため、公園種

別を総合公園から近隣公園に変更を行う。 

 

○第２号議案 ：承認 

建築基準法の規定に基づき、都市計画区域内においてその敷地の

位置が都市計画上支障がないか意見を求めるものである。 
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